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第2回千葉地域医療構想調整会議

令和8年3月19日（木）



R4.3.29付け「公立病院経営強化の推進について（通知）」
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県内各圏域の公立病院経営強化プラン策定対象の公立病院
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千葉
・千葉県がんセンター
・千葉県総合救急災害医療センター
・千葉県こども病院
◎千葉市立青葉病院
◎千葉市立海浜病院
東葛南部
・船橋市立医療センター
東葛北部
・松戸市立総合医療センター
・柏市立柏病院
香取海匝
・千葉県立佐原病院
・銚子市立病院
・国保匝瑳市民病院
・香取おみがわ医療センター
・国保多古中央病院
・東庄町国民健康保険東庄病院
・総合病院国保旭中央病院

山武長生夷隅
・大網白里市立国保大網病院
・東陽病院
・さんむ医療センター
・東千葉メディカルセンター
・いすみ医療センター
・公立長生病院
安房
・鴨川市立国保病院
・南房総市立富山国保病院
・鋸南町国民健康保険鋸南病院
君津
・国保直営総合病院君津中央病院
・国保直営君津中央病院大佐和分院
市原
・千葉県循環器病センター

※各圏域における並順は、総務省の「決算統計における地方公共団体コード、施設コード」順による。
※経営強化プランの策定対象である「公立病院」とは、「地方公営企業法が適用される病院及び公営企業型地方独立行政法人が運営する病院」を指す。



地域医療構想との関係
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「地域医療構想の進め方について」
令和4年3月24日付け医政発0324第6号（厚生労働省医政局長 → 都道府県知事）

・ 公立病院については、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定した上で、
地域医療構想調整会議において協議する。

「公立病院経営強化の推進について」
令和4年3月29日付け総財準第72号（総務省自治財政局長→都道府県知事 等）

・ 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和４年３月24日付け厚生労働省医政局長通
知）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置付けることとされていること
も踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

・ 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、個々の公立病院が地域医療構想等を踏まえて、地域
において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化することが重要である。

・ 当該公立病院の将来の病床機能のあり方は、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の必要病床数
と整合性のとれた形でなければならない。このため、地域医療構想における推計年である令和７年（2025
年）及び経営強化プランの対象期間の最終年度における当該公立病院の機能ごとの病床数や、病床機能の
見直しを行う場合はその概要を記載する。

・ 既存施設の長寿命化等の対策を適切に講じた上で、なお新設・建替等が必要となる場合には、地域医療
構想等との整合性を図った当該公立病院の役割・機能や規模等を記載する。

・ 国から、R5年度末までに、調整会議で協議を実施のうえ策定することが要請された。
・ 本県では対象の全公立病院について、R5年度の調整会議で協議を実施済



公立病院経営強化プランの協議について（千葉）
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千葉市立青葉病院及び千葉市立海浜病院では、令和５年度に公立病院経営
強化プランの協議を実施のうえ、当該プランの策定を行っているところで
す。

本年度、新たなプランを策定することとしているため、現在策定を進めて
いる「公立病院経営強化プラン（案）」の概要について説明のうえ、御意
見を伺います。



施設名

所在地

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域医療構想等を
踏まえた当該病院
の果たすべき役割・
機能

※経営強化プランの記
載内容を記入

地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて
果たすべき役割

※経営強化プランの記
載内容を記入

機能分化・連携強化
の取組

※経営強化プランの記
載内容を記入

医療機能や医療の
質、連携の強化等
に係る数値目標

※経営強化プランの記
載内容を記入

住民理解のための
取組

※経営強化プランの記
載内容を記入

※1　 令和7年7月1日現在の担っている役割を記載。
※2   R8年以降に役割の見直し予定がある場合は、見直し後の見込みを記載。

公立病院経営強化プラン（当該病院の果たすべき役割・機能等）の概要

千葉市立青葉病院

千葉市中央区青葉町1273-2

許可病床数
（床）

一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

6

計

開設許可 307 56 6 369

307

369

慢性期 休棟等 計

機能別病床数（床）

高度急性期 急性期 回復期

R7.7.1時点 12 295

※  R8年以降に病床機能の見直し予定がある場合は、見直し後の見込みを記載

使用許可 307 56

在宅

R9年見込み※ 12 255 267

・紹介患者数　10,679人（令和７年度見込）→10,700人（令和１０年度）
・救急搬送件数　4,600件（令和７年度見込）→4,700件（令和１０年度）
・紹介率　85.5％（令和７年度見込）→85.5％（令和１０年度）
・逆紹介率　66.2％（令和７年度見込）→85.0％（令和１０年度）

〇協議・合意済の「具体的対応方針」に変更がある場合は、別添様式２にも記載ください。

〇記載欄が不足する場合は、記載欄を拡大するか、必要に応じて別紙資料（任意）を添付ください。

　市民が必要とする医療を地域で切れ目なく提供すること、救急・小児・周産期・災害・感染症・精神などの不採算・特
殊部門に関わる医療の提供を維持、発展させること等、市立病院としての役割を果たしていきます。
　　また、地域医療構想によると、今後、高齢者に多い大腿骨骨折や成人肺炎、急性心筋梗塞、脳卒中の入院患者が
大きく増加すると見込まれていることから、高齢者医療を強化する等、将来の医療需要や人口動態を見据え、適切な
医療を地域住民に提供することに努めます。
　青葉病院はこれまでの機能を発展的に継続します。具体的には、「内科診療の専門的治療の提供」・「整形外科・泌
尿器科・外科領域の専門的治療の提供」・「救急医療の積極的な提供」・「災害医療への対応強化」・「精神医療の提
供」・「感染症医療の提供」を図ります。

　在宅療養後方支援病院である両市立病院では、地域包括ケアシステムを中心とした地域完結型医療を実現するた
め、市民が安心して在宅医療を受けられるように、在宅医療を提供している医療機関等への後方支援体制を確立しま
す。また、市内の医療機関・介護事業者などとの連携強化を推進し、医療従事者・介護従事者・市民に対して情報提
供等を行います。

　令和８年秋に新病院の開院を控えていますが、青葉病院の産科・小児科を新病院に集約することや、市西部域の患
者を新病院で受け入れることを想定し、青葉病院から４０床を新病院に移行することとしました。
　また、千葉県保健医療計画の改定による病床配分の公募が令和４年に行われ、新病院として高度急性期病床１６
床の配分を申請し認められたことから、青葉病院から移行する４０床と合わせて、現在の海浜病院の２９３床に対し、
新病院は合計３４９床で開院します。
　今後も市内の患者動向なども考慮しながら、医療圏全体として市民が必要とする医療を提供できるよう、機能分化
や連携強化について、引き続き周辺医療機関と地域医療構想調整会議の場などを通して協議を行っていきます。

市立病院は安全・安心で高度な医療を一人でも多くの市民に提供するため、医療従事者の研鑽・育成に励み、医療
の質やサービスの向上に努めます。
病院での特色ある医療や取組みについては、市民公開講座やホームページ、広報誌等を通じ迅速に発信し、市立病
院の魅力・特色をわかりやすく伝えていきます。

２０２５年以降におい
て担う役割

がん 脳卒中
心血管
疾患

糖尿病

R9年見込み※2

その他の内訳及び補足等
周産期及び小児医療の入院機能を新病院へ集約することとし、併せて急性期機能病床４０床を移行する。

感染症

R7.7.1時点※1

その他
精神
疾患

救急 災害 周産期 小児

別添様式1



施設名

所在地

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

地域医療構想等を
踏まえた当該病院
の果たすべき役割・
機能

※経営強化プランの記
載内容を記入

地域包括ケアシステ
ムの構築に向けて
果たすべき役割

※経営強化プランの記
載内容を記入

機能分化・連携強化
の取組

※経営強化プランの記
載内容を記入

医療機能や医療の
質、連携の強化等
に係る数値目標

※経営強化プランの記
載内容を記入

住民理解のための
取組

※経営強化プランの記
載内容を記入

２０２５年以降におい
て担う役割

がん 脳卒中
心血管
疾患

糖尿病

R9年見込み※2

その他の内訳及び補足等
・小児特有の疾患を持った成人・中高年者の移行期診療機能
・陰圧設備を設けた病室や治療室を整備し、新興感染症等の拡大時において、感染症患者の受入れを行
う

感染症

R7.7.1時点※1

その他
精神
疾患

救急 災害 周産期 小児

・紹介患者数　9,086人（令和７年度見込）→10,500人（令和１０年度）
・救急搬送件数　7,000件（令和７年度見込）→7,600件（令和１０年度）
・紹介率　75.0％（令和７年度見込）→80.0％（令和１０年度）
・逆紹介率　87.0％（令和７年度見込）→90.0％（令和１０年度）

〇協議・合意済の「具体的対応方針」に変更がある場合は、別添様式２にも記載ください。

〇記載欄が不足する場合は、記載欄を拡大するか、必要に応じて別紙資料（任意）を添付ください。

　市民が必要とする医療を地域で切れ目なく提供すること、救急・小児・周産期・災害・感染症・精神などの不採算・特
殊部門に関わる医療の提供を維持、発展させること等、市立病院としての役割を果たしていきます。
　　また、地域医療構想によると、今後、高齢者に多い大腿骨骨折や成人肺炎、急性心筋梗塞、脳卒中の入院患者が
大きく増加すると見込まれていることから、高齢者医療を強化する等、将来の医療需要や人口動態を見据え、適切な
医療を地域住民に提供することに努めます。
　海浜病院は新病院の開院に合わせて、医療提供体制の強化・深化を図ります。具体的には、「救急医療の充実」、
「高齢者医療の強化」、「周産期医療の深化」、「小児医療の深化」及び「移行期医療への取組み」を計画します。

　在宅療養後方支援病院である両市立病院では、地域包括ケアシステムを中心とした地域完結型医療を実現するた
め、市民が安心して在宅医療を受けられるように、在宅医療を提供している医療機関等への後方支援体制を確立しま
す。また、市内の医療機関・介護事業者などとの連携強化を推進し、医療従事者・介護従事者・市民に対して情報提
供等を行います。

　令和８年秋に新病院の開院を控えていますが、青葉病院の産科・小児科を新病院に集約することや、市西部域の患
者を新病院で受け入れることを想定し、青葉病院から４０床を新病院に移行することとしました。
　また、千葉県保健医療計画の改定による病床配分の公募が令和４年に行われ、新病院として高度急性期病床１６
床の配分を申請し認められたことから、青葉病院から移行する４０床と合わせて、現在の海浜病院の２９３床に対し、
新病院は合計３４９床で開院します。
　今後も市内の患者動向なども考慮しながら、医療圏全体として市民が必要とする医療を提供できるよう、機能分化
や連携強化について、引き続き周辺医療機関と地域医療構想調整会議の場などを通して協議を行っていきます。

市立病院は安全・安心で高度な医療を一人でも多くの市民に提供するため、医療従事者の研鑽・育成に励み、医療
の質やサービスの向上に努めます。
病院での特色ある医療や取組みについては、市民公開講座やホームページ、広報誌等を通じ迅速に発信し、市立病
院の魅力・特色をわかりやすく伝えていきます。

在宅

R9年見込み※ 121 228 349

使用許可 293

機能別病床数（床）

高度急性期 急性期 回復期

R7.7.1時点 105 188

※  R8年以降に病床機能の見直し予定がある場合は、見直し後の見込みを記載

293

293

293

慢性期 休棟等 計

※1　 令和7年7月1日現在の担っている役割を記載。
※2   R8年以降に役割の見直し予定がある場合は、見直し後の見込みを記載。

公立病院経営強化プラン（当該病院の果たすべき役割・機能等）の概要

千葉市立海浜病院

千葉市美浜区磯辺3-31-1

許可病床数
（床）

一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床 計

開設許可 293

別添様式1
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